
 

 

 

 

 

 

医療機関による届け出と保健所の対応 
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結核と診断 

結核患者発生届（資料） 

   （法 12 条） 

結核患者または潜在性結核

感染症患者を診断したとき

は、直ちに最寄りの保健所に

届け出なければならない 

指定医療機

関制度（P55） 

（法 38 条） 

感染症法によ

る公費負担を

担当する機関

で都道府県知

事が指定する 

胸部Ｘ線検査 

喀痰検査 

 塗抹検査（3回） 

 培養検査及び同定検査 

症状等 

治 療 治療終了 

外 来 

入 院 

医療費公費負担 

申請書（P50） 

（法 37 条，37 条の 2） 

結核患者入院届

（資料） 

（法 53 条の 11） 

治療費の公費負担を

受けるために、治療開

始前に直近の胸部Ｘ

線写真を添付して、保

健所を経由して都道

府県知事に申請する 

病院の管理者は、

結核患者が入院し

たとき、7 日以内

に最寄りの保健所

長に届け出なけれ

ばならない 

結核患者退院届

（資料） 

（法 53 条の 11） 

病院の管理者は、

結核患者が退院し

たとき、7日以内に

最寄りの保健所長

に届け出なければ

ならない 

退 院 
終了日を知らせる 

定期病状報告 

委託検診 

（P57） 

結核登録票の作成 

（法 53 条の 12） 

結核登録者情報シ

ステム 

全国の結核患者情報は

厚生労働省へ送られ、分

析・還元されている 

患者面接と家庭訪問 

（法 53 条の 14） 

・不安の軽減 

・服薬の動機づけと 

療養支援 

・接触者の把握 

患者票・協議会の意見書 

感染症の診査に関する 

協議会 （法 24 条） 

 

 

保健所内検討会 

積極的疫学調査（P57）（法 15 条） 

接触者健康診断（P58）（法 17 条） 

・就業制限 ・入院勧告 

・医療費公費負担内容の診査 

・潜在性結核感染の発見と進展予防 

・新たな結核患者の早期発見 

・感染源及び感染経路の探求 

家庭訪問 

（法 53 条の 14） 

 
・患者の服薬支援

（DOTS）（P68） 

・療養支援 

登録削除 

不活動性に区分されて

から基本は 2 年を経過

後、削除基準に基づき

行う 

管理検診（P74） 

（法 53 条の 13） 

 

治療終了後、基本は 2 年

間、半年に１回は再発の

有無を確認する（保健所

での健診は無料） 
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